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二

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
専
決
処
分

し
た
予
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
二
年
六
月
十
七
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
告
示
）

令
和
２
年
度
　
大
分
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
令
和
２
年
度
大
分
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
5
,0
7
1
,2
3
5
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

　
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
6
5
9
,9
3
4
,2
3
5
千
円
と
す
る
。

２
　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算

　
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

　
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
２
条
　
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
令
和
２
年
４
月
2
8
日
専
決

第
１
表

歳
　
入
　
歳
　
出
　
予
　
算
　
補
　
正

（
歳
　
入
）

款
項

既
　
定
　
額

補
　
正
　
額

計

９
国
庫
支
出
金

千
円

千
円

千
円

1
0
7
,8
6
2
,1
9
8

5
,0
3
4
,8
3
0

1
1
2
,8
9
7
,0
2
8

１
国
庫
負
担
金

2
7
,6
4
4
,3
5
4

1
4
,4
0
0

2
7
,6
5
8
,7
5
4

２
国
庫
補
助
金

7
8
,2
1
3
,8
4
3

5
,0
2
0
,4
3
0

8
3
,2
3
4
,2
7
3

1
1
寄

附
金

2
9
,2
9
8

2
,7
6
4

3
2
,0
6
2

１
寄

附
金

2
9
,2
9
8

2
,7
6
4

3
2
,0
6
2

1
2
繰

入
金

1
5
,1
6
0
,7
4
1

3
3
,6
4
1

1
5
,1
9
4
,3
8
2

２
基
金
繰
入
金

1
4
,8
5
3
,4
4
4

3
3
,6
4
1

1
4
,8
8
7
,0
8
5

歳
入

合
計

6
5
4
,8
6
3
,0
0
0

5
,0
7
1
,2
3
5

6
5
9
,9
3
4
,2
3
5

（
歳
　
出
）款

項
既
　
定
　
額

補
　
正
　
額

計

２
総

務
費

千
円

千
円

千
円

2
4
,4
1
3
,1
8
3

6
7
,0
0
0

2
4
,4
8
0
,1
8
3

６
防

災
費

l,6
8
6
,1
9
8

6
7
,0
0
0

1
,7
5
3
,1
9
8

３
福
祉
生
活
費

7
0
,5
7
6
,8
0
5

1
,3
3
9
,3
4
8

7
1
,9
1
6
,1
5
3

１
社
会
福
祉
費

4
5
,9
8
1
,8
3
9

1
,2
2
7
,4
0
8

4
7
,2
0
9
,2
4
7

２
児
童
福
祉
費

2
2
,3
8
1
,5
7
3

1
1
1
,9
4
0

2
2
,4
9
3
,5
1
3

４
保
健
環
境
費

3
5
,0
5
8
,4
0
1

1
,8
2
1
,5
8
0

3
6
,8
7
9
,9
8
1
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大
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号
外

二

（
告
示
）

１
公
衆
衛
生
費

2
4
,4
7
7
,4
5
0

1
,6
0
8
,8
3
8

2
6
,0
8
6
,2
8
8

２
環
境
保
全
費

2
,4
0
2
,5
8
9

1
1
,4
1
2

2
,4
1
4
,0
0
1

４
医

務
費

5
,7
5
4
,7
6
8

2
0
1
,3
3
0

5
,9
5
6
,0
9
8

５
労

働
費

2
,4
2
6
,8
5
2

8
,9
4
0

2
,4
3
5
,7
9
2

３
雇
用
対
策
費

5
7
3
,1
2
7

8
,9
4
0

5
8
2
,0
6
7

７
商

工
費

4
8
,8
3
4
,6
7
7

1
,6
9
3
,7
5
0

5
0
,5
2
8
,4
2
7

１
中
小
企
業
費

3
8
,2
7
2
,3
4
8

1
,6
9
3
,7
5
0

3
9
,9
6
6
,0
9
8

1
0
教

育
費

1
2
3
,0
6
6
,0
2
1

1
4
0
,6
1
7

1
2
3
,2
0
6
,6
3
8

１
教
育
総
務
費

1
3
,2
4
4
,5
8
2

5
,8
6
5

1
3
,2
5
0
,4
4
7

４
高
等
学
校
費

2
8
,5
1
5
,8
4
7

4
3
,4
6
0

2
8
,5
5
9
,3
0
7

５
特
別
支
援
教
育
費

1
2
,5
6
9
,3
2
2

3
2
,4
1
5

1
2
,6
0
1
,7
3
7

８
保
健
体
育
費

l,2
0
1
,7
8
2

5
8
,8
7
7

1
,2
6
0
,6
5
9

歳
出

合
計

6
5
4
,8
6
3
,0
0
0

5
,0
7
1
,2
3
5

6
5
9
,9
3
4
,2
3
5

第
２
表

債
　
務
　
負
　
担
　
行
　
為
　
補
　
正

　
追
　
加

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
間

限
　
度
　
額

１
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
利
子
補
給

令
和
２
年
度
か
ら

令
和
５
年
度
ま
で

千
円

3
,0
7
1
,2
5
0

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　
令
和
二
年
大
分
県
議
会
第
一
回
臨
時
会
で
議
決
さ
れ
た
予
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
二
年
六
月
十
七
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

令
和
２
年
度
　
大
分
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
令
和
２
年
度
大
分
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2
6
,6
5
7
,2
5
2
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

　
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
6
8
6
,5
9
1
,4
8
7
千
円
と
す
る
。

２
　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算

　
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

　
（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条
　
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
２
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表

歳
　
入
　
歳
　
出
　
予
　
算
　
補
　
正

（
歳
　
入
）款

項
既
　
定
　
額

補
　
正
　
額

計

９
国
庫
支
出
金

千
円

千
円

千
円

1
1
2
,8
9
7
,0
2
8

1
2
,5
2
0
,1
6
8

1
2
5
,4
1
7
,1
9
6

２
国
庫
補
助
金

8
3
,2
3
4
,2
7
3

1
2
,5
2
0
,1
6
8

9
5
,7
5
4
,4
4
1

1
1
寄

附
金

3
2
,0
6
2

2
6
,6
9
1

5
8
,7
5
3

１
寄

附
金

3
2
,0
6
2

2
6
,6
9
1

5
8
,7
5
3

1
2
繰

入
金

1
5
,1
9
4
,3
8
2

4
,0
7
6
,3
9
3

1
9
,2
7
0
,7
7
5

２
基
金
繰
入
金

1
4
,8
8
7
,0
8
5

4
,0
7
6
,3
9
3

1
8
,9
6
3
,4
7
8

1
4
諸

収
入

5
3
,3
3
0
,3
9
1

1
0
,0
0
0
,0
0
0

6
3
,3
3
0
,3
9
1

３
貸
付
金
元
利
収
入

4
6
,0
4
1
,5
3
5

1
0
,0
0
0
,0
0
0

5
6
,0
4
1
,5
3
5
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六
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外

三

（
告
示
）

1
5
県

債
8
4
,4
8
7
,0
0
0

3
4
,0
0
0

8
4
,5
2
1
,0
0
0

１
県

債
8
4
,4
8
7
,0
0
0

3
4
,0
0
0

8
4
,5
2
1
,0
0
0

歳
入

合
計

6
5
9
,9
3
4
,2
3
5

2
6
,6
5
7
,2
5
2

6
8
6
,5
9
1
,4
8
7

（
歳
　
出
）款

項
既
　
定
　
額

補
　
正
　
額

計

２
総

務
費

千
円

千
円

千
円

2
4
,4
8
0
,1
8
3

6
1
1
,0
5
2

2
5
,0
9
1
,2
3
5

２
企

画
費

6
,6
6
7
,9
9
3

6
0
4
,5
2
7

7
,2
7
2
,5
2
0

６
防

災
費

1
,7
5
3
,1
9
8

6
,5
2
5

1
,7
5
9
,7
2
3

３
福
祉
生
活
費

7
1
,9
1
6
,1
5
3

6
,0
1
3
,1
6
5

7
7
,9
2
9
,3
1
8

１
社
会
福
祉
費

4
7
,2
0
9
,2
4
7

6
,0
5
1
,2
6
2

5
3
,2
6
0
,5
0
9

２
児
童
福
祉
費

2
2
,4
9
3
,5
1
3

△
　
　
3
8
,0
9
7

2
2
,4
5
5
,4
1
6

４
保
健
環
境
費

3
6
,8
7
9
,9
8
1

1
,4
7
9
,9
1
0

3
8
,3
5
9
,8
9
1

１
公
衆
衛
生
費

2
6
,0
8
6
,2
8
8

1
,3
5
9
,9
1
0

2
7
,4
4
6
,1
9
8

４
医

務
費

5
,9
5
6
,0
9
8

1
2
0
,0
0
0

6
,0
7
6
,0
9
8

６
農
林
水
産
業
費

6
0
,8
2
6
,9
6
5

9
0
7
,8
1
0

6
1
,7
3
4
,7
7
5

１
農

業
費

1
1
,9
5
3
,8
8
5

5
7
1
,6
7
1

1
2
,5
2
5
,5
5
6

２
畜

産
業

費
5
,4
5
0
,3
8
6

7
0
,1
5
0

5
,5
2
0
,5
3
6

４
林

業
費

1
4
,8
2
9
,9
9
7

2
1
4
,5
0
0

1
5
,0
4
4
,4
9
7

５
水

産
業

費
6
,3
9
3
,7
9
3

5
1
,4
8
9

6
,4
4
5
,2
8
2

７
商

工
費

5
0
,5
2
8
,4
2
7

1
5
,2
0
3
,3
8
8

6
5
,7
3
1
,8
1
5

１
中
小
企
業
費

3
9
,9
6
6
,0
9
8

1
4
,0
9
3
,7
7
0

5
4
,0
5
9
,8
6
8

２
工

鉱
業

費
9
,8
1
2
,5
5
5

6
8
7
,6
4
0

1
0
,5
0
0
,1
9
5

３
観

光
費

7
4
9
,7
7
4

4
2
1
,9
7
8

1
,1
7
1
,7
5
2

８
土

木
費

9
6
,8
1
4
,1
8
7

2
1
5
,5
2
9

9
7
,0
2
9
,7
1
6

２
道
路
橋
梁
費

4
9
,9
3
7
,6
9
8

1
2
0
,0
0
0

5
0
,0
5
7
,6
9
8

６
住

宅
費

1
,7
1
4
,8
6
2

9
5
,5
2
9

1
,8
1
0
,3
9
1

1
0
教

育
費

1
2
3
,2
0
6
,6
3
8

2
,2
2
6
,3
9
8

1
2
5
,4
3
3
,0
3
6

１
教
育
総
務
費

1
3
,2
5
0
,4
4
7

3
5
9
,5
4
5

1
3
,6
0
9
,9
9
2

４
高
等
学
校
費

2
8
,5
5
9
,3
0
7

1
,8
1
0
,6
8
9

3
0
,3
6
9
,9
9
6

５
特
別
支
援
教
育
費

1
2
,6
0
1
,7
3
7

5
8
,1
6
4

1
2
,6
5
9
,9
0
1

８
保
健
体
育
費

1
,2
6
0
,6
5
9

△
　
　
2
,0
0
0

1
,2
5
8
,6
5
9

歳
出

合
計

6
5
9
,9
3
4
,2
3
5

2
6
,6
5
7
,2
5
2

6
8
6
,5
9
1
,4
8
7



令
和
二
年
六
月
十
七
日

大
分
県
報
号
外

四

第
２
表

地
　
　
　
方
　
　
　
債
　
　
　
補
　
　
　
正

　
変
　
更起

債
の

目
的

補
正

前
補

正
後

摘
要

限
度

額
起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

限
度

額
起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

県
立
学
校
施
設
整
備
費

　
　
　
千
円

2
,4
5
9
,0
0
0

　
　
　
千
円

2
,4
9
3
,0
0
0

　
（
注
）
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
当
該
既
定
予
算
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
告
示
）


